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住

宅

入
居
募
集

入
居
資
格

《
共
通
事
項
》

	・	

雄
武
町
内
に
住
所
を
有
す
る
人
ま
た
は

有
す
る
こ
と
に
な
る
人

	・
町
税
な
ど
に
滞
納
が
な
い
こ
と

	・	

所
得
が
政
令
月
収
で
一
般
世
帯
は

15
万
8
千
円
、
裁
量
世
帯
は
25
万
9
千

円
を
超
え
な
い
こ
と

※	

政
令
月
収
と
は
、
給
与
所
得
者
は
１
年

間
の
給
与
（
所
得
控
除
後
）
の
金
額
、

潮見団地

幌内団地 旭日団地

団地名 間取り 建築年 戸数 家 賃 単身

継続

旭日 ３LDK 平成 10・11 年 3 23,600 円 ～ 54,300 円 不可
宮下 ３LDK 昭和 59・60 年 4 13,400 円 ～ 25,100 円 不可
末広一区 3DK 昭和 52 年 1 9,100 円 ～ 15,900 円 可
潮見 ３LDK 昭和 61・62・63 年 3 17,400 円 ～ 45,400 円 不可
幌内 3LDK 昭和 51 年 1 7,800 円 ～ 14,400 円 可

◉町営住宅自
営
業
者
は
１
年
間
の
事
業
所
得
（
必

要
経
費
の
控
除
後
）
か
ら
、
扶
養
控
除

な
ど
を
差
し
引
い
た
額
を
12
で
除
し

た
も
の
で
す
。

※	

裁
量
世
帯
と
は
、
高
齢
者
世
帯
（
60
歳

以
上
）、
高
齢
者
と
18
歳
未
満
の
世
帯
、

障
が
い
者
（
障
が
い
の
程
度
に
よ
る
）

宮下団地

末広一区団地

が
い
る
世
帯
、
乳
幼
児
が
い
る
世
帯
、

婚
姻
後
2
年
以
内
で
夫
婦
と
も
に
35

歳
未
満
の
世
帯
（
小
学
生
以
下
の
児
童

が
い
る
場
合
も
可
）
な
ど
で
す
。

申
込
方
法

	・	

役
場
備
え
付
け
の
申
込
用
紙
に
入
居
す

る
人
の
住
民
票
を
添
え
て
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

	・	

平
成
31
年
１
月
１
日
に
他
市
町
村
に
お

い
て
住
民
登
録
さ
れ
て
い
た
人
は
、
当

該
市
町
村
で
発
行
さ
れ
る
市
町
村
民
税

課
税
証
明
書
ま
た
は
所
得
証
明
書
な
ど

の
直
近
１
年
分
の
所
得
が
分
か
る
も
の

お
よ
び
、
納
税
証
明
書
を
合
わ
せ
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

	・	

申
し
込
み
の
際
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

選
考
方
法

・
申
込
者
多
数
の
と
き
は
、
住
宅
困
窮
度

の
高
い
人
か
ら
入
居
決
定
し
、
困
窮

度
が
同
じ
場
合
は
抽
選
と
し
ま
す
。

※
住
宅
の
情
報
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

公
開
し
て
い
ま
す
。
申
込
用
紙
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

http://w
w
w
.tow

n.oum
u.hokk

aido.jp/
※
住
宅
使
用
料
の
支
払
い
に
は
、
便
利
な

口
座
振
替
が
利
用
で
き
ま
す
。

募
集
締
切

継
続
募
集
住
宅

随
時
受
付

※	

問
い
合
わ
せ
時
に
募
集
を
終
了
し
て
い

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
税
財
管
理
課
管
財
係

未
使
用
の
助
成
券
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

社
会
福
祉

雄
武
町
高
齢
者
等
の
冬
の
生
活
支
援
事

業
と
し
て
交
付
済
の
助
成
券
に
つ
い
て

は
、
使
用
期
限
が
３
月
20
日
㈮
ま
で
と

な
っ
て
い
ま
す
。

期
限
を
過
ぎ
た
助
成
券
は
使
用
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
お
手
持
ち
の
券
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
早
め
に
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

問
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

未
使
用
の
商
品
券
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
と
し
て
送

付
済
の
商
品
券
購
入
引
換
券
に
つ
い
て
は
、

引
換
期
限
が
３
月
19
日
㈭
ま
で
と
な
っ
て

お
り
、
引
換
後
の
商
品
券
の
使
用
期
限
も

３
月
19
日
㈭
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

期
限
を
過
ぎ
た
商
品
券
は
使
用
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
お
手
持
ち
の
券
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
早
め
に
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

問
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

    Information

○浄化槽法第 11条第 1項に規定する水質に関する検査とは
環境省令で定められており、指定検査機関で毎年 1回、定期的に受ける検査で、保守点検や清掃

が適正に実施され機能が十分に発揮されているかどうかを確認する検査です。
指定検査機関は北海道知事指定検査機関公益社団法人北海道浄化槽協会となります。
この定期検査は、浄化槽法 11条に規定されているので、「11条検査」と呼ばれています。

○保守点検について
浄化槽は微生物によって汚水を処理する装置なので、その微生物が活発に活動できる状態を常に

保つ必要があります。設置している浄化槽によって使用する人員や大きさ、使用状況が異なり、季
節によっても水温が変化しますので変化に応じたメンテナンスを行う必要があります。このメンテ
ナンスが「保守点検」と呼ばれています。
保守点検は、毎年 3回、定期的に実施する必要があり、実施時期は保守点検を行う業者が決定し

ます。雄武町のし尿・浄化槽汚泥の処理は西紋 5市町村による広域処理を行っていますので、西紋
別地区環境衛生施設組合長から許可を受けた業者が行う必要があります。雄武町内では、雄武自工
有限会社が許可を受けています。

○合併処理浄化槽維持管理費補助金申請について
「11条検査」と「保守点検」を受検したときの書類が必要となります。
「11条検査」・・・「浄化槽法第 11条検査結果書」、「検査に要した費用の領収書」
・検査を受検したときに公益社団法人北海道浄化槽協会から「浄化槽法第 11条検査結果書」の送
付があります。

・11条検査を受検した際に要した費用の領収書が必要となります。
・年に 1回の検査のため、結果書と領収書それぞれ 1枚となります。
「保守点検」・・・「小型合併処理浄化槽保守点検記録票」
・保守点検を実施したときに雄武自工有限会社から送付があります。
・実施した際に要した費用の領収書が必要となります。
・年に 3回の点検のため、記録票と領収書それぞれ 3枚となります。
上記の「11条検査」と「保守点検」の用紙を持参し、環境衛生係で申請してください。
条例に基づき審査し、年間 25,000 円を限度として補助を行っています。
なお、検査の結果が「不適正」となっている場合は、補助を受けることができません。

○問い合わせ
住民生活課環境衛生係 ☎ 84－ 2121

合併処理浄化槽維持管理費補助金の再周知について
雄武町では、「雄武町合併処理浄化槽整備事業補助金交付条例」を制定し、平成24年4月1日から合併処
理浄化槽設置者の皆さまに補助を実施しています。近年、住居の新築などで合併処理浄化槽を設置される人
が増えていますので再周知いたします。合併処理浄化槽維持管理費の補助金は、浄化槽法（昭和58年法律第
43号）第11条第1項に規定する水質に関する検査料および保守点検料に要する費用に相当する補助金となっ
ています。

使い忘れに
ご注意ください！


